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令和６年度の学童クラブの児童を募集します

▶対　　象　町内に住所を有し、保護者の労働などにより放課後に家庭が留守となる小学生
▶受付期間　令和5年11月1日㊌～30日㊍
▶提出書類　□入所申請書　　□就労証明書

▶学童クラブ一覧および運営主体

※入所申請書は児童1人につき1部です。
※就労証明書は父、母、同居親族（同じ住所地で別世帯、同一敷地内含む）のものが必要で
す。複数児童の申請の場合、全ての児童の氏名を記入し、保護者1人につき1部、下の学年の
児童の入所申請書に添付し、上の学年の児童の入所申請書にはコピーを添付してください。
※祖父母が町内在住で就労している場合は、祖父母の就労証明書も必要です。定員超過などの
際に使用します。

※農業や家族の経営する事業に携わっている場合は、家族以外の人が証明する就労証明書が必
要になることがあります。

※居宅外で自営業を営んでいる場合は、事業が分かる書類（営業許可書、開業届、商業登記簿
謄本、確定申告書の写しなど）を添付してください。

※その他、該当する人は次の書類が必要です。

※認定こども園駒寄幼稚園では、これまで、駒寄第４学童クラブとして運営してきましたが、令和６年４月よ
り新たに民間学童クラブとして開所します。
　申請書類などは運営主体ごとに異なります。町社会福祉協議会または認定こども園駒寄幼稚園のホームペー
ジからダウンロードするか、それぞれの窓口で受け取ってください。

　  令和６年４月より駒寄幼稚園学童クラブ（旧駒寄第４学童クラブ）が開所します。
入所希望の学童クラブによって、申込先が異なりますのでご注意ください。

該当条件 必要書類

病気など 医師の診断書、障害者手帳などの写し

同居の病人の介護 介護を受ける人の「診断書」、「障害者手帳の写し」、「介護保
険被保険者証の写し・介護スケジュール」など

出　産 出産予定日の入った医師の「診断書」または出産予定日が記
載された「母子手帳の写し」など

就　学 就学先機関が発行した「在学（通学）証明書」、「授業のカリ
キュラムの写し」など

対象
校区 クラブ名 所在地 運営主体

公
設
民
営

駒
寄
小

駒寄第１学童クラブ 大久保2338番地12（1階）

指定管理者
吉岡町社会福祉協議会
吉岡町大字南下1333番地4

駒寄第２学童クラブ 大久保2338番地12（2階）

駒寄第３学童クラブ 漆原1387番地

明
治
小

明治学童クラブ 北下476番地1

明治第２学童クラブ 北下438番地1

民
設
民
営

町
内
全
域

駒寄幼稚園学童クラブ（新設）
（旧駒寄第４学童クラブ） 漆原953番地1

学校法人 栗原学園
吉岡町大字漆原953番地1
（認定こども園駒寄幼稚園）

△!
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▶その他
●先着順ではありません。
●駒寄幼稚園学童クラブ（旧駒寄第4学童クラブ）の申込先が、町社会福祉協議会から認定こども園駒寄幼
稚園へと変更になりますので、ご注意ください。

●現在、駒寄第4学童クラブに入所しており、引き続き利用を希望される人も新規で駒寄幼稚園学童クラブ
へ申し込みが必要です。

●申し込み人数が定員を超えた場合は、学年の低い児童や保育の必要性が高い児童を優先します。
●入所決定通知または不承諾通知は令和6年1月下旬頃に郵送します。

▶保育時間

※駒寄幼稚園学童クラブでは、施設の空き状況によっては長期休み期間のみの一時預かりも行う予定です。

▶休所日
日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）、その他指定する日（災害時など）

▶保育料　月額7,500円（おやつ代込み）
※その他、クラブ活動に必要な費用を負担していただく場合があります。
※駒寄幼稚園学童クラブでは、園バスによる明治小学校へのお迎えも行う予定です。利用される場合、お迎
え費用（バス代1,000円／月）が別途必要となります。

▶受け付け場所・時間

▶問い合わせ先
 【駒寄第1～第3学童クラブ、明治学童クラブ・明治第2学童クラブ】
　　　　　　　　　町社会福祉協議会　☎54-3930
 【駒寄幼稚園学童クラブ】
　　　　　　　　　認定こども園駒寄幼稚園　☎54-7144

駒寄第１学童クラブ
駒寄第２学童クラブ
駒寄第３学童クラブ
明治学童クラブ
明治第２学童クラブ

【新規申請】
　吉岡町社会福祉協議会
　8：30～17：15（㊏・㊐・㊗除く）
【継続申請】
　現在所属の各学童クラブ

駒寄幼稚園学童クラブ 認定こども園駒寄幼稚園
8：00～17：00（㊏・㊐・㊗除く）

生後半年のお祝い 生後半年のお祝い 「ハーフバースデー」を開催します！「ハーフバースデー」を開催します！
　2分の1のお誕生日をみんなで楽しくお祝いしましょう!
ベビーダンスで親子のスキンシップをとりながら、離乳食や育児の悩みなどを同月齢のみんなで共有しませんか?

対象 : 令和5年4月～5月生まれの子とその保護者
定員 : 親子10組
　　 （定員になり次第受け付け終了となります。）
申込期間 : 10月17日㊋～10月31日㊋（㊏・㊐を除く）
申し込み方法 : 電話または窓口でお申し込みください。

日時 : 11月14日㊋　9：30～11：30
場所 : 保健センター
内容 : ベビーダンス、離乳食&育児相談、
　　　記念写真が撮れる
　　　フォトコーナー

▶申し込み・問い合わせ先　健康子育て課 健康づくり室　☎54‐7744（直通）

平　日 下校時～18：30
土曜日 7：30～18：30

小学校の長期休み期間
（春・夏・冬休み） 7：30～18：30
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令和５年度  新型コロナウイルスワクチン
秋開始接種について

令和５年度  新型コロナウイルスワクチン
秋開始接種について

●秋開始接種で使用するワクチン
オミクロン株（XBB.1.5）対応型１価ワクチン
（ファイザー社製ワクチンまたはモデルナ社製ワクチン）

●接種回数
初回接種（１～２回目）を完了している人が対象となり、１回接種可能。

●秋開始接種用接種券について
町が送付した接種券を全て使用した人
　最終接種から３カ月を目途に黄色の封筒で順次送付していきます。

未使用の接種券を持っている人
　現在お持ちの接種券をご利用ください。

●予約について
10月29日㊐接種分までの予約を受け付けています。
10月30日㊊～11月11日㊏の接種分の予約開始日時は以下の通りです。
　　12歳～：10月17日㊋9：00
　　６カ月～１１歳：10月19日㊍9：00

　まだ１度も接種をしていない１２歳以上の人や、乳幼児（６カ月から満５歳未満）、小児（満５歳から満１２
歳未満）の接種予約も受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先 健康子育て課 健康づくり室　☎54-7744（直通）

●「おまかせ予約申請書」を保健センターへ郵送
　※接種日やワクチンの種類、医療機関は指定できません。

●町コールセンターへ電話予約　☎050-5445-3744
㊊・㊌～㊐9：00～17：00、㊋9：00~19：00

●LINEで群馬県デジタル窓口を友だち追加して予約

予約方法

◀群馬県
　デジタル窓口

▲接種券発行申請フォーム
　（ぐんま電子申請受付システム）
　はこちら

他市町村で接種後に町に転入された人
　申請が必要となります。ぐんま電子申請受付システムで申請または健康づくり室にご連絡ください。

接種券を紛失した人
　再発行できます。ぐんま電子申請受付システムで申請または健康づくり室にご連絡ください。



問い合わせ先　健康子育て課 健康づくり室　☎54ｰ7744（直通）ｰ上記３つ共
に

　10月23日㊊～29日㊐は精神保健福祉普
及運動期間です。精神保健福祉に関する知識
の普及および理解の促進を目的として全国的に
取り組まれている運動です。
　こころの病気は誰にでも起こる可能性があり
ます。こころの不調やストレス症状が長く続い
ている場合や、日常生活に支障が出ている場
合は、早めに専門機関に相談することをお勧め
します。また、自分で不調に気づいていても、
こころの病気だと思っていない場合もあります。
家庭や職場でその人らしくない行動が続く場合
や生活面での支障が出ている場合は、早めに
専門機関に相談するよう勧めてください。

●13ページ Information の「こころの相談」
もご利用ください。

　高齢者インフルエンザ定期予防接種の対象者
で接種を希望する人は、令和5年12月末まで自己
負担額1,000円で接種することができます。

対象 : 町在住で次のいずれかに該当する人
　　　（※助成は1人年1回までです）
①接種日に満 65歳以上であること
②60～64歳で基礎疾患のある人（心臓・腎臓・呼
吸器の機能に障害があり、身の回りの生活を極
度に制限される人）

※障害者手帳を所有している人や、医師から上記内
容に当てはまると認められた人などが対象です。

　渋川広域管内のインフルエンザ予防接種実施
医療機関には、予診票が用意されています。渋
川広域管外の医療機関での接種を希望する人に
は、保健センターで予診票を配布します。

精神保健福祉普及運動期間精神保健福祉普及運動期間 高齢者インフルエンザ高齢者インフルエンザ
定期予防接種のお知らせ定期予防接種のお知らせ

特定健診を受けましょう特定健診を受けましょう

よしおか健康No.1プロジェクト事業よしおか健康No.1プロジェクト事業    認知症予防に関する講演会認知症予防に関する講演会

　40 ～74歳の吉岡町国民健康保険被保険者に対して、特定健診を行っています。集団健診か個
別健診のどちらかを受診し、病気の早期発見、早期治療にお役立てください。
①集団健診　
日時 : 10月12日、13日、14日、11月1日、2日
場所・予約先 : 保健センター　☎54-7744
②個別健診
日時 : 10月31日まで
場所 : 町の指定する医療機関（詳細は受診票と同封のご案内をご覧ください。）

※人間ドックと特定健診を両方受けることはできません。両方受ける場合は、人間ドックが実費になります。

▶問い合わせ先 住民課 保険室　☎26-2249（直通）

　認知症ってなに? 予防ってできるの? 認知症になったらどうすればいいの? 
認知症を正しく理解し、いつまでも元気な脳でいられるための講演会を開催します。
期日 : 10月22日㊐
時間 : 14：00 ～15：30（開場13：30）
場所 : 文化センター大ホール
講師 : 群馬大学大学院医学系研究科脳神経内科学教授
　　　群馬大学医学部附属病院認知症疾患医療センター長　池田佳生 先生
費用 : 無料　　　定員 : 500人
※先着順でのご入場となります。
※新型コロナウイルスの感染状況によっては、入場制限をする場合や中止する場合があります。
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